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策

定

委

員

減

免

制

度

軽
自
動
車
税

ご
存
じ
で
す
か

「
行
政
相
談
」

行政相談委員

11７３５・０８５６新倉　孝之　

11７２１・６５６１藤井　眞理子

11７９７・０８５２小野　一研　

11７３４・１１１４西村　久実　

11７２３・０４０８三橋　美也子

11７９９・３５６５山口　平太郎

保

健

師

○
資
格　

保
健
師
免
許
を
お
持
ち
の　
５０

歳
く
ら
い
ま
で
の
方

○
勤
務
期
間　

①
６
月
〜
２
０
０
７
年

３
月　

日
②
７
月
〜
２
０
０
７
年
３
月

３１

　

日
（
更
新
の
場
合
あ
り
）

３１○
勤
務
日　

月
〜
金
曜
日

○
勤
務
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時

○
勤
務
場
所　

健
康
福
祉
会
館
及
び
市

内
各
所

○
勤
務
内
容　

健
診
、
教
育
及
び
相
談

業
務

○
募
集
人
員　

２
人

○
選
考
方
法　

書
類
・
面
接

○
申
し
込
み　

５
月　

日
ま
で
に
電
話

３１

で
健
康
課
（
11
７
２
５
・
５
１
７
８
）

へ
。

臨
時
職
員
（
産
休
・
育
休
代
替
）

　

町
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
公
私

協
働
に
よ
る
地
域
福
祉
推
進
に
向
け
て

地
域
福
祉
活
動
計
画
策
定
委
員
会
を
設

置
し
ま
す
。
こ
の
た
め
市
民
公
募
に
よ

る
委
員
の
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

指

導

員

学
校
プ
ー
ル
開
放

　

夏
休
み
期
間
中
の
市
立
小
・
中
学
校

の
プ
ー
ル
開
放
に
お
い
て
、
管
理
や
指

導
を
し
て
い
た
だ
く
ア
ル
バ
イ
ト
の
登

録
の
募
集
で
す
。

○
資
格　
　

歳
以
上
の
方

１８

○
期
間　

７
月　

日
〜
８
月　

日
の
間

２０

３１

の　

日
程
度

１０
○
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

※
期
間
・
時
間
と
も
学
校
に
よ
り
多
少

異
な
り
ま
す
。

○
申
し
込
み　

履
歴
書
を
お
持
ち
の
う

え
、
直
接
ス
ポ
ー
ツ
課
（
森
野
分
庁
舎

内
、
11
７
２
４
・
４
０
３
６
）
へ
。

町
田
市
街
づ
く
り
審
査
会

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に

電
話
で
都
市
計
画
課
（
11
７
０
９
・
０

６
４
２
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

５
月　

日
（
月
）
午
後
２
時

２２

　

分
か
ら

３０○
会
場　

市
役
所
中
町
第
三
庁
舎
３
階

第
二
・
三
会
議
室

○
定
員　

５
人
（
申
し
込
み
順
）

第
９
回

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
５
月　
１５

日
正
午
ま
で
に
環
境
保
全
課
（
11
７
２

４
・
２
７
１
１
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

５
月　

日
（
月
）
午
後
６
時

１５

　

分
〜
８
時　

分

３０

３０

○
会
場　

中
町
第
三
庁
舎
３
階
第
二
会

議
室

○
議
題　

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
等
調

査
に
つ
い
て
（
報
告
）
ほ
か

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１０

町
田
市
環
境
審
議
会

第　

回
２８

　

一
定
の
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
、
ま

た
は
そ
の
方
と
生
計
を
同
じ
く
す
る

（
同
居
の
）
方
が
所
有
（
登
録
）
し
、

障
が
い
者
自
身
が
使
用
、
ま
た
は
そ
の

障
が
い
者
の
た
め
に
使
用
す
る
軽
自
動

車
等
は
、
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税
が

減
免
さ
れ
ま
す
（
た
だ
し
、
普
通
自
動

車
、
軽
自
動
車
、
二
輪
車
を
含
む
全
て

の
自
動
車
と
原
動
機
付
自
転
車
の
う

ち
、
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
一
人
に
対

し
て
一
台
に
限
ら
れ
ま
す
）
。

　

申
請
に
は
、
①
平
成　

年
度
軽
自
動

１８

車
税
納
税
通
知
証
②
身
体
障
害
者
手
帳

等
③
運
転
免
許
証
④
印
鑑
を
お
持
ち
に

　

５
月　

日
（
月
）
〜　

日
（
日
）
は

２２

２８

「
春
の
行
政
相
談
強
調
週
間
」
で
す
。

　

こ
の
週
間
は
、
行
政
相
談
制
度
に
つ

い
て
、
広
報
及
び
行
事
を
積
極
的
に
行

い
、
広
く
市
民
の
皆
さ
ん
に
同
制
度
の

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
の
仕
事

等
に
つ
い
て
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
に

つ
い
て
行
政
と
住
民
の
パ
イ
プ
役
と
し

て
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
「
行
政

相
談
委
員
（
＝
左
表
）
」
に
ご
相
談
下

さ
い
。

【
行
政
相
談
委
員
に
よ
る
定
例
相
談
】

○
日
時　

毎
月
第
１
火
曜
日
午
後
１
時

　

分
〜
４
時

３０○
会
場　

市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
相

談
室

※
こ
の
ほ
か
、
東
京
行
政
評
価
事
務
所

の
「
行
政
苦
情
１
１
０
番
」
（
11
０
５

７
０
・
０
９
０
・
１
１
０
、
6
０
３
・

５
３
３
１
・
１
７
６
１
）
、
総
務
省
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
:/
/
w
w
w
.s
o

u
m
u
.g
o
.jp
/

）
で
も
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

□問
 

市
民
相
談
室
11
７
２
４
・
２
１
０
２

　

食
品
衛
生
法
の
改
正
に
よ
り
、
５
月

　

日
か
ら
農
産
物
へ
の
残
留
農
薬
規
制

２９が
変
わ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
リ
ス
ト
制
度
」
と
呼
ば
れ
、
残
留
基

準
の
設
定
さ
れ
て
い
な
い
農
薬
が
残
留

す
る
食
品
の
流
通
を
禁
止
す
る
制
度
で

す
。
残
留
基
準
の
設
定
さ
れ
て
い
る
農

薬
で
も
、
そ
の
基
準
を
超
え
て
残
留
し

た
り
、
今
ま
で
の
残
留
基
準
が
な
い
農

薬
で
す
と
、
０
・
０
１　

（
１
０
０
t

ppm

の
う
ち
１
g
）
を
超
え
て
残
留
す
る
こ

と
が
あ
れ
ば
、
農
産
物
の
流
通
が
禁
止

さ
れ
る
と
い
っ
た
厳
し
い
措
置
が
と
ら

れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
農
薬
を
使
用
す

る
場
合
は
、

○
こ
れ
ま
で
ど
お
り
ラ
ベ
ル
を
確
認

し
、
『
農
薬
使
用
基
準
』
を
遵
守
す

る
。

○
農
薬
散
布
を
す
る
畑
や
田
の
周
辺
で

栽
培
さ
れ
て
い
る
農
作
物
に
つ
い
て
、

農
薬
の
飛
散
防
止
措
置
を
徹
底
す
る
。

な
ど
注
意
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
樹
木

や
花
等
の
消
毒
で
も
農
薬
は
飛
散
し
、

不
特
定
の
作
物
に
付
着
す
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
の
で
、
一
般
の
ご
家
庭
で
使

用
す
る
場
合
も
ご
注
意
下
さ
い
。

□問
 

農
業
振
興
課
11
７
２
４
・
２
１
６
６

　

特
別
徴
収
税
額
の
通
知
書
（
給
与
か

ら
天
引
き
の
方
）
は
５
月　

日
に
勤
務

１２

先
に
発
送
し
ま
す
。

　

普
通
徴
収
納
税
通
知
書
（
個
人
で
納

付
の
方
）
は
６
月
１
日
に
発
送
し
ま

す
。
第
１
期
の
納
付
期
限
は
６
月　

日
３０

で
す
。

　
　

歳
以
上
の
方
に
適
用
さ
れ
て
い
た

６５
老
年
者
の
優
遇
税
制
が
廃
止
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
従
前
は
市
・
都
民
税

が
課
税
さ
れ
な
か
っ
た
方
に
つ
い
て

も
、
平
成　

年
度
は
課
税
さ
れ
る
こ
と

１８

が
あ
り
ま
す
。

　

詳
細
は
、
市
民
税
課
に
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

地
域
福
祉
活
動
計
画

○
資
格　

市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

　

歳
以
上
で
、
全
回
（
平
日
昼
間
に
開

２０催
予
定
）
参
加
可
能
な
地
域
福
祉
活
動

に
関
心
の
あ
る
方

○
任
期　

委
員
に
委
嘱
し
た
と
き
か
ら

答
申
提
出
ま
で
（
平
成　

年
度
内
予

１９

定
）

○
選
考　

書
類
・
面
接

○
募
集
人
員　

２
人

○
申
し
込
み　

地
域
福
祉
活
動
に
関
す

る
自
分
の
考
え
を
１
０
０
０
字
程
度
に

ま
と
め
、
「
策
定
委
員
応
募
」
と
書

き
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
職

業
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
５
月　

日
３１

ま
で
に
町
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
〒

　

－

０
０
１
３
、
原
町
田
４－

９－

１９４８
、
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
内
、
11
７

２
２
・
４
８
９
８
）
へ
。

※
応
募
書
類
の
返
却
は
し
ま
せ
ん
。

□問
 

福
祉
総
務
課
11
７
２
４
・
２
１
３
３

な
り
、
５
月　

日
ま
で
に
市
民
税
課
へ

３１

お
い
で
下
さ
い
。

　

ま
た
、
法
人
等
が
福
祉
事
業
に
専
用

す
る
車
両
や
、
構
造
上
、
障
が
い
者
の

方
の
利
用
に
供
さ
れ
る
車
両
に
つ
い
て

も
減
免
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　

な
お
、
軽
自
動
車
税
を
納
付
済
み
の

場
合
、
ま
た
は
申
請
期
限
を
過
ぎ
た
場

合
は
減
免
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

□問
 

市
民
税
課
11
７
２
４
・
２
１
１
３

農
薬
の
飛
散
防
止
に

ご
注
意
下
さ
い

お

知

ら

せ

平
成　

年
度
市
民
税
・
都
民
税
の

１８

【
平
成　

年
度
市
・
都
民
税
課
税
（
非

１８

課
税
）
証
明
書
の
発
行
】

　

特
別
徴
収
に
よ
り
課
税
さ
れ
て
い
る

方
は
、
５
月　

日
か
ら
（
た
だ
し
、
普

１２

通
徴
収
と
併
せ
て
課
税
さ
れ
て
い
る
方

は
、
６
月
１
日
か
ら
）
、
普
通
徴
収
に

よ
り
課
税
さ
れ
て
い
る
方
は
６
月
１
日

か
ら
、
次
の
場
所
で
発
行
し
ま
す
。

○
発
行
場
所　

市
役
所
６
階
市
民
税

課
、
南
・
な
る
せ
駅
前
・
鶴
川
・
忠
生

・
小
山
・
堺
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
及
び

木
曽
山
崎
セ
ン
タ
ー
（
以
上
、
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
、
市
民
課
駅
前

連
絡
所
（
月
・
火
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）

※
証
明
書
の
交
付
申
請
の
際
は
、
申
請

者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転

免
許
証
・
健
康
保
険
証
等
）
を
お
持
ち

下
さ
い
。

□問
 

市
民
税
課
11
７
２
４
・
２
１
１
５
、

７
２
４
・
２
１
１
７

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭
を

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

実

施

し

ま

す

　

犬
・
猫
た
ち
の
新
た
な
飼
い
主
を
探

す
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
、
飼
育
相
談
も
行
い
ま
す
。

○
日
時　

５
月　

日
（
日
）
午
前　

時

２８

１０

〜
正
午
（
雨
天
実
施
）

○
会
場　

境
川
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

○
飼
い
主
に
な
る
た
め
に
は
次
の
条
件

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す　

①
自
宅
が
将
来
に
わ
た
っ
て
犬
・
猫
を

飼
育
し
て
よ
い
場
所
で
あ
る
こ
と
②
家

族
全
員
が
飼
育
に
つ
い
て
賛
成
し
て
い

る
こ
と
③
猫
に
つ
い
て
は
屋
内
飼
育
を

す
る
こ
と
④
必
ず
繁
殖
制
限
手
術
を
行

っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
（
引
き
渡
し
前

に
繁
殖
制
限
手
術
を
行
い
費
用
を
請
求

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）
⑤
飼
育
基
準

を
遵
守
し
、
終
生
愛
情
を
持
っ
て
飼
育

し
続
け
ら
れ
る
こ
と
⑥
猫
に
つ
い
て
は

３
種
混
合
、
犬
に
つ
い
て
は
７
種
混
合

ワ
ク
チ
ン
の
費
用
負
担
を
し
て
い
た
だ

け
る
こ
と
（
ワ
ク
チ
ン
は
事
前
に
接
種

【
福
祉
の
身
近
な
相
談
相
手
】

　

５
月　

日
は
「
民
生
委
員
・
児
童
委

１２

員
の
日
」
で
す
。
民
生
委
員
の
始
ま
り

と
さ
れ
る
済
世
顧
問
制
度
が
岡
山
県
で

誕
生
し
た
日
で
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
生
活
に
困

っ
て
い
る
方
、
体
の
不
自
由
な
方
、
高

齢
者
・
子
ど
も
の
問
題
等
悩
み
を
お
持

ち
の
方
か
ら
の
様
々
な
相
談
に
応
じ
、

相
談
者
と
と
も
に
問
題
解
決
に
あ
た
る

な
ど
地
域
と
行
政
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役

と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に

民
生
委
員　

児
童
委
員

ご
存
じ
で
す
か

　

町
田
・
相
模
原
市
内
の
大
学
と
自
治

体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
連
携
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
研
究
し
て
い
る
「
大
学
・
地
域

連
携
方
策
研
究
会
」
が
実
施
す
る
「
ｅ

－

ラ
ー
ニ
ン
グ
」
を
体
験
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

　

「
ｅ－

ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
は
、
自
宅

の
パ
ソ
コ
ン
を
通
じ
て
、
好
き
な
時
間

に
好
き
な
講
座
を
学
べ
る
、
新
た
な
学

習
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

受
講
後
に
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご

協
力
い
た
だ
き
ま
す
。

○
定
員　

３
０
０
人
（
申
し
込
み
順
）

○
申
し
込
み　

h
ttp
:/
/
w
w
w
.jo
u

h
o
u
.o
r
g

を
ご
覧
の
う
え
、
Ｅ
メ
ー

ル
（c

c
c
n
e
t@
c
a
rid
e
z
i.c
o
m

）

で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

□問
 

企
画
調
整
課
11
７
２
４
・
２
１
０
３

　

紀
要
『
自
由
民
権
』　

号
は
、
特
集

１９

「
民
権
一
二
〇
年
、
こ
の
本
を
読
む
」

の
ほ
か
、
新
刊
紹
介
、
渡
辺
奨
先
生
の

追
悼
文
や
各
地
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
を
収

録
し
て
い
ま
す
。

　

民
権
ブ
ッ
ク
ス　

号
『
山
上
卓
樹
・

１９

カ
ク
と
武
相
の
キ
リ
ス
ト
教
』
は
、
昨

年
、
自
由
民
権
資
料
館
で
開
催
し
た
企

画
展
「
山
上
卓
樹
・
カ
ク
と
武
相
の
キ

リ
ス
ト
教
〜
響
き
あ
う
信
仰
と
運
動

〜
』
の
記
録
及
び
史
料
紹
介
と
講
演
録

で
す
。

○
販
売
価
格　

各
５
０
０
円

○
販
売
場
所　

自
由
民
権
資
料
館
、
市

政
情
報
「
や
ま
び
こ
」
（
中
町
分
庁

舎
）
、
社
会
教
育
課
（
森
野
分
庁
舎
）

□問
 

自
由
民
権
資
料
館
11
７
３
４
・
４
５

０
８

ee
‐‐
ララ
ーー
ニニ
ンン
ググ
モモ
ニニ
タタ
ーー

体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か

体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か

し
て
あ
り
ま
す
）
⑦
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

装
着
を
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と

※
当
日
は
、
住
所
・
氏
名
が
確
認
で
き

る
も
の
を
お
持
ち
下
さ
い
。
ま
た
、
実

際
に
譲
渡
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
会
場

で
面
接
の
う
え
、
そ
の
動
物
と
の
適
性

も
含
め
な
が
ら
主
催
者
側
で
決
定
し
ま

す
。

※
当
日
の
引
き
渡
し
は
行
い
ま
せ
ん
。

【
犬
・
猫
の
新
た
な
飼
い
主
を
探
し
た

い
方
】

　

環
境
保
全
課
ま
で
申
し
込
ん
で
下
さ

い
。
健
康
診
断
受
診
等
の
義
務
が
あ
り

ま
す
の
で
時
間
の
余
裕
を
も
っ
て
申
し

込
ん
で
下
さ
い
。

○
主
催　

ま
ち
だ
動
物
愛
護
の
つ
ど
い

実
行
委
員
会

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７
１
１

販
売
し
て
い
ま
す

紀
要
『
自
由
民
権
』

号
１９

民
権
ブ
ッ
ク
ス

号
１９

『
山
上
卓
樹
・
カ
ク
と
武
相
の
キ
リ
ス
ト
教
』

　

５
月　

日
（
日
）
は
、
教
育
委

１４

員
会
後
援
の
行
事
の
た
め
、
一
般

駐
車
場
の
ご
利
用
が
で
き
ま
せ

ん
。

　

市
役
所
第
二
駐
車
場
を
ご
利
用

下
さ
い
。

□問
 

管
財
課
11
７
２
４
・
２
１
６
５

利
用
が
で
き
ま
せ
ん

市
役
所
一
般
駐
車
場
の

ご
相
談
下
さ
い
。

□問
 

福
祉
総
務
課
11
７
２
４
・
２
５
３

７
、
6
７
２
４
・
１
１
８
７

　

本
紙
５
月
１
日
号
２
面
に
掲
載

し
ま
し
た
、
「
鶴
見
川
流
域
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
記
事
中
【
鶴
見

川
源
流
祭
】
の
終
了
時
間
に
誤
り

が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
は
午
後

３
時　

分
で
す
。
お
詫
び
し
て
訂

３０

正
し
ま
す
。

□問
 

広
報
広
聴
課
11
７
２
４
・
２
１

０
１

お　

詫　

び


